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終日片側交互通行規制のお知らせ 
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内)において、床版補修等の橋梁補修工事を行うため、終日

片側交互通行規制を行います。 

通行される皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いいたします。 
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● 規制内容：終日片側交互通行  

※特殊車両の通行規制は行いません。 

 

通行規制に関する詳しい内容は 

「別紙：一般国道４５号 通行規制のお知らせ」をご覧ください。  

 

● 規制期間：令和６年１０月１６日（水） ９：００ から 

令和６年１１月２９日（金）１７：００ まで 
    ※土・日曜日を含む 

● 迂 回 路：三陸沿岸道路 又は県道２０４号、県道１５０号 

（別添詳細） 

 
【記者発表先】：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会、石巻記者クラブ 

  

＜問合せ先＞ 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

石巻国道維持出張所長  大友
おおとも

 哲
さとし

 TEL 0225-95-5237 

記者発表資料 



一般国道45号通行規制のお知らせ

一般国道45号 宮城県東松島市浅井～東松島市浜市 地内 鳴瀬
大橋において、床版補修等の橋梁補修工事を行うため、終日片側交
互通行規制を行いますので、ご協力をお願いいたします。

１．規制場所 ： 宮城県東松島市浅井～東松島市浜市 地内
（鳴瀬大橋）

２．規制期間 ： 令和 6年 10月16日（水） 9：00 から
令和 6年 11月29日（金） 17：00 まで

３．規制内容 ： 終日片側交互通行（土・日曜日を含む）
※特殊車両の通行規制は行いません。
※混雑が予想されるため迂回路を設定しております。

お問合せ先
国土交通省 仙台河川国道事務所 道路管理第一課 TEL ： 022-304-1814
国土交通省 仙台河川国道事務所 道路管理第二課 TEL ： 022-304-1811
国土交通省 仙台河川国道事務所 石巻国道維持出張所 TEL ： 0225-95-5237

日本道路交通情報センター（仙台センター） TEL ： 050-3369-6604

通行規制期間中は、現地の交通誘導員の指示に従いご走行願います。

片側交互通行

国土地理院地図に規制位置等を追記して掲載


